
豊田市青少年センター 令和８年度以降適用

１　施設の使用料が免除される活動

【例】カードゲームサークルの活動

　※１．定例会は青少年センターの施設を使っておこなうものを指します。

　※２．体験会は参加費が無料の場合に限ります。

　※３．体験会を行う際は、青少年センターへご相談ください。

　※４．参加費を徴収する場合は必ず青少年センターへ報告・相談をしてください。

２　施設の利用申請ができる期間の範囲
　毎月１日午前９時から、２ヵ月先あるいは３ヵ月先の施設利用申請ができます。※５

【例】４月1日から利用申請できる期間の範囲

　※５．利用内容が登録届の内容と異なる場合は一般団体に準じます。

３　利用可能な活動内容
　皆さんに気持ちよく利用していただくため、施設の特性に合わせて活動の内容を制限しています。
下表以外の活動をする場合は事務所へお問い合わせください。

軽運動室 音楽室 和室 交流室 会議室 談話室
× 〇 × × × ×
× 〇 × × 　 〇※6 ×
× 〇 × ×     〇※6 ×
〇 × × × 〇 ×
〇 × × × 〇 ×
〇 〇 × × 〇 ×
× × 〇 × 華道 華道
× × 〇 〇 〇 〇
× × 〇 × 〇 〇
× × 〇 〇 〇 〇
× × × × × ×

　※６．会議室での音楽活動は、他の部屋の利用に支障のない音量で使用する場合に限ります。 【　裏面へ　】

　会員名簿に記載されたメンバーの定期的な利用や、メンバー募集を目的とした体験会は使用料が免除さ
れます。

青少年サークル・グループの施設利用ルール

使用料

有料（定額料金）

無料（免除）

5月31日 6月30日4月30日

青少年サークル 〇

一般団体 〇
〇

ダンス・舞踏
空手・拳法
演劇

音楽（電気・吹奏楽系）
音楽（アコースティック）
邦楽（太鼓は不可）

茶華道
ボード・カードゲーム
工作・クラフト
会議・打合せ
料理・和洋菓子作り

×

7月31日
（当月） （１ヵ月先） （２ヵ月先） （３ヶ月先）

〇 〇

無料（免除）

〇 × ×

内　容 対　象
定例会 ※１

サークルが主催するゲーム大会 ※４

会員名簿に記載されたメンバーのみ

会員名簿に記載されたメンバーと一般参加者

メンバー募集を目的とした体験会 ※2※３ 会員名簿に記載されたメンバーと個人登録
が可能な青少年

〇 〇 〇
青少年グループ



４　利用不可能な活動内容
　次の場合は青少年サークル・グループとして利用することができません。
　　（１）会員名簿に記載が無いメンバーが利用する場合
　　（２）利用申請をした団体と異なる団体または個人が利用する場合
　　（３）利用内容が登録届の内容と異なる場合
　　（４）商品の販売や教室など営利目的または営利に通じる活動と判断される場合

５　利用上の注意
　　（１）机、イスなどの備品を廊下へ出して活動することは安全管理上できません。
　　（２）青少年センターおよび産業文化センターのルールを守って活動してください。
　　（３）利用者同士、来館される全ての方が気持ちよく使えるようにマナーを守って活動してください。

6　部屋の利用について

　　（２）活動中に怪我や物損が発生した場合は、速やかに事務所へ連絡してください。
 　　　　　　※７．特に、夜間利用時は21時30分に建物が閉館になるためご注意ください。

　　（１）利用終了時刻の15分前※7には利用を終了し、次の利用者のために片付けと清掃・消毒をお願
　　　　　いします。


